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事務事業名 都市計画法に基づく開発許可等に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

開発行為を行う者と公共施設管理者との協議にあたり、各管理者への誘導及び協議の

とりまとめを行います。

開発許可申請等に係る書類・図面等について、許可基準に適合しているか審査を行いま

す。

　開発工事完了後に完了検査を行います。

　開発登録簿の調製及び交付を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

法第３４条の２における協議 申請等受付

9月
10

月

11

月

都市計画法第２９条における開発許可 申請等受付

法第３２条協議の締結 申請等受付

法第３５条の２における変更許可 申請等受付

法第３６条における工事完了検査 現場調査・訪問

法第３７条における建築制限解除 申請等受付

法第４０条における公共の用に供する土地の帰属 申請等受付

法第４５条における地位の承継 申請等受付

法第４６条における開発登録整備 事務作業全般



根拠法令
抜粋

・都市計画法

（開発行為の許可）

第２９条　都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定め

るところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又

は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあつては、当該指定都市等の

長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りで

ない。

（略）

（公共施設の管理者の同意等）

第３２条　開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意

を得なければならない。

（略）

（開発許可の特例）

第３４条の２　国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理市

町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合若しくは港務局（以下「都道府県等」という。）が行う都市計画

区域若しくは準都市計画区域内における開発行為（第二十九条第一項各号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計画区域

及び準都市計画区域外の区域内における開発行為（同条第二項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号に掲げる

開発行為を除く。）については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、開発許

可があつたものとみなす。

（略）

（変更の許可等）

第３５条の２　開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府

県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るも

のにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行

為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、こ

の限りでない。

（略）

（工事完了の検査）

第３６条　開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工区）の全部について当該開発行為

に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事）を完了

したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。

（省略）

（建築制限等）

第３７条　開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は

特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

（略）

（公共施設の用に供する土地の帰属）

第４０条　開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置

されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三

十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置され

た新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

（略）

（許可に基づく地位の承継）

第４５条　開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取

得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継する

ことができる。

（開発登録簿）

第４６条　都道府県知事は、開発登録簿（以下「登録簿」という。）を調製し、保管しなければならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 都市計画法に基づく建築許可等に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

建築許可等申請に係る書類・図面等について許可基準に適合しているか審査を行いま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

市街化調整区域内における建築許可 申請等受付

市街化調整区域内における既存建築物の用途変更許可 申請等受付



根拠法令
抜粋

・都市計画法

（開発許可を受けた土地における建築等の制限）

第４２条　何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第３６条第３項の公告が

あつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、

又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に

係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域

における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障

がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第８８条

第２項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地につい

て用途地域等が定められているときは、この限りでない。

２　国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県

知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみ

なす。

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限）

第４３条　何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内にお

いては、都道府県知事の許可を受けなければ、第２９条第１項第二号若しくは第三号に

規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、ま

た、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築

物以外の建築物としてはならない。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 違反建築物に対する未然防止及び是正指導に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

　都市計画法の違反建築物について現地調査の実施及び是正に向けた指導を行います。

市街化調整区域内の週１回の定期的なパトロールと、通報による臨時の現地調査を行

います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

違反建築物の現地調査及び指導 現場調査・訪問

市街化調整区域内の週１回パトロール及び臨時の現地調査 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

・都市計画法

（監督処分等）

第８１条　国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若

しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新た

に条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建

築物その他の工作物若しくは物件（以下この条において「工作物等」という。）の改

築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることがで

きる。

一　この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分

に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲

り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する

権利を取得した者

二　この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分

に違反した工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約に

よらないで自らその工事をしている者若しくはした者

三　この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者

四　詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた

者

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 [旧]住宅地造成事業に関する法律に基づく認可等に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

　認可申請に係る書類・図面等について認可基準に適合しているか審査を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

住宅地造成事業における建築物の許可 申請等受付

9月
10

月

11

月

住宅地造成事業区域内の計画等の変更の認可 申請等受付

住宅地造成事業における工事完了検査 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

・[旧]住宅地造成事業に関する法律

（住宅地造成事業の施行の認可）

第４条　住宅地造成事業規制区域内において行なわれる住宅地造成事業については、事

業主は、建設省令で定めるところにより、その住宅地造成事業に関する工事に着手する前

に、事業計画及び工事施行者を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

　認定申請に係る書類・図面等について、認定基準に適合しているか審査を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

書類・図面等に対する認定基準の審査 申請等受付



根拠法令
抜粋

・租税特別措置法

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）

第３１条の２　個人が、昭和６２年１０月１日から令和４年１２月３１日までの間に、

その有する土地等でその年１月１日において前条第２項に規定する所有期間が５年を超え

るものの譲渡をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当すると

きは、当該譲渡（次条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。）

による譲渡所得については、前条第１項前段の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡

所得金額に対し課する所得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

一　課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下である場合　当該課税長期譲渡所得金

額の１００分の１０に相当する金額

二　課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超える場合　次に掲げる金額の合計額

イ　２００万円

ロ　当該課税長期譲渡所得金額から２，０００万円を控除した金額の１００分の１５に

相当する金額

２　前項に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、次に掲げる土地等の譲渡に該当する

ことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものをいう。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 地方税法に基づく優良な宅地化計画の認定に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

　認定申請に係る書類・図面等について、認定基準に適合しているか審査を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

書類・図面等に対する認定基準の審査 申請等受付



根拠法令
抜粋

・地方税法附則

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税

及び市町村民税の課税の特例）

第３４条の２　昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の道府県民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等

（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条、次条、附則第

３５条並びに附則第４４条の３第２項及び第４項において同じ。）の譲渡（同法第３１

条第１項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条、附則第３５条並びに附則第４４条

の３第２項及び第４項において同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等

のための譲渡（同法第３１条の２第２項各号に掲げる譲渡に該当することにつき総務省令

で定めるところにより証明がされたものをいう。第４項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得（附則第３４条の３第１項の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する

道府県民税の所得割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

特定開発事業を行う者と公共施設管理者及び公益的施設管理者との協議にあたり、各

管理者への誘導及び協議のとりまとめを行います。

特定開発事業の確認申請に係る書類・図面等について、条例基準に適合しているか審査

を行います。

　特定開発事業に係る工事完了後に完了検査を行います。

　特定開発事業に係る違反に対する勧告、命令及び公表等を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

まちづくり条例第１３条の確認に係る審査 申請等受付

9月
10

月

11

月

まちづくり条例に係る指導 申請等受付

まちづくり条例第１０条の協議の締結 申請等受付

まちづくり条例第１８条の完了検査 現場調査・訪問

まちづくり条例の違反者に対する勧告、命令及び公表 通知等発送



根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例

（公共施設等に関する協議）

第１０条　特定開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項について市長と協議しなければならない。

一　第３章第１節に規定する公共施設の設置及びその管理

二　第３章第２節に規定する公益的施設の設置又は整備及びその管理

三　第３６条に規定する緑化

四　第３７条に規定する農業用水の保全

（特定開発事業の確認）

第１３条　特定開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、当該特定開発事業

の計画が次に掲げる要件を満たしているかどうかについて市長の確認を受けなければなら

ない。

一　第３章（第２８条を除く。）及び第３６条第１項に規定する基準に適合しているこ

と。

二　第１１条第２項の規定による届出がされていること。

三　前条第４項の規定による報告がされていること。

（完了検査）

第１８条　特定開発事業者は、特定開発事業に関する工事を完了したときは、その旨を

市長に届け出なければならない。

２　市長は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第１５条第

１項（第１６条第５項において準用する場合を含む。）の規定による確認の内容に適合

しているかどうかについて検査し、当該工事が当該確認の内容に適合していると認めたと

きは、その旨を書面により特定開発事業者に通知しなければならない。

（勧告）

第４０条　市長は、特定開発事業者が第１３条に規定する確認を受けないで特定開発事

業に関する工事に着手したとき又は特定開発事業に関する工事が第１８条第２項の規定に

よる検査により第１５条第１項の規定による確認の内容に適合していないと認めたとき

は、特定開発事業者に対し、当該特定開発事業の停止を勧告し、又は相当の期間を定め

て違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（命令）

第４１条　市長は、特定開発事業者が前条の規定に基づく勧告に従わないときは、特定

開発事業者に対し、当該特定開発事業の停止を命じ、又は相当の期間を定めて違反を是

正するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

２　市長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

３　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る

者に意見陳述の機会を与えなければならない。

法的
実施根拠

あり
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ラブホテル規制条例の届出に係る立入調査、勧告及び是正 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

ホテル等建築審議会の運営 審議会

ラブホテル規制条例の届出に係る審査及び判定 申請等受付

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 茅ヶ崎市ラブホテル規制条例に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

　ホテル等を建築しようとする者に対し指導及び誘導を行います。

　ホテル等の建築の計画について、ラブホテルに該当するか判定します。

周辺の環境との調和を図るために、必要に応じホテル等の建築計画の見直しを要請し

ます。

　茅ヶ崎市ラブホテル規制条例に違反した者に対し工事の施工の停止等を命じます。

ホテル等の建築計画に対する諮問を行う茅ヶ崎市ホテル等建築審議会の運営を行いま

す。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市ラブホテル規制条例

（届出等）

第４条　規制区域内においてホテル等を建築しようとする者は、次に掲げる行為を行う前

に、市長に届出書を提出しなければならない。

一　都市計画法第２９条第１項の規定による開発行為の許可申請

二　建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請
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事務事業名 宅地造成及び特定盛土等規制法に係る事務

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

法に基づく許可事務を県が行うにあたり、市は連携して受付経由事務を担当し、許可、

変更許可、中間検査及び完了検査等の申請受理事務を扱います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

宅地造成及び特定盛土等規制法に係る事務 申請等受付

宅地造成及び特定盛土等規制法に係る事務 現場調査・訪問



根拠法令
抜粋

・宅地造成及び特定盛土等規制法

（宅地造成工事規制区域）

第１０条　都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地

造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章において「宅地造成等」とい

う。）に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区

域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第五項及

び第二十六条第一項において「市街地等区域」という。）であつて、宅地造成等に関す

る工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定するこ

とができる。

２　都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制区域を指定しようとすると

きは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

（特定盛土等規制区域）

第２６条　都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地

造成等工事規制区域以外の土地の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自

然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域

内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害によ

り市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（第五項及び第四十五条第一項におい

て「居住者等」という。）の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められ

る区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

２　都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等規制区域を指定しようとするとき

は、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 震後対策（被災宅地危険度判定）事業

事務事業概要書

部名 都市部 課かい名 開発審査課

事業概要

大規模地震災害における震後対策として、被災宅地危険度判定制度の充実を図ります。

被災宅地危険度判定制度は震災前の体制整備や、震災後の円滑かつ迅速な活動を目指

し、震災後の二次災害防止を図ります。

神奈川県建築物震後対策推進協議会と連携し、実施本部運営訓練、模擬訓練、情報共

有を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

模擬訓練 事務作業全般

9月
10

月

11

月

神奈川県建築物震後対策推進協議会 庁外調整・会議

実施本部運営訓練 事務作業全般



根拠法令
抜粋

・被災宅地危険度判定実施要綱

（目的）

第１条　この要綱は、市町村において、災害対策本部が設置されることとなる規模の地

震又は降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険

度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施すること

によって、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図ることを目的とする｡

（用語の定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる｡

一　宅地 宅地造成等規制法第２条第一号に規定する宅地のうち住居である建築物の敷地

及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物等の敷地並びにこれらに

被害を及ぼすおそれのある土地をいう｡

二　危険度判定 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごと

の配点から危険度を分類することをいう｡

・神奈川県建築物震後対策推進協議会規約

（目的） 

第２条　協議会は、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する、応急危険

度判定制度及び宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、震災時にお

ける人的二次災害の防止に寄与し、県民生活の安定に資することを目的とする。

（事業） 

第３条　協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。 

一 　応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の養成に関すること。 

二 　判定活動を行うにあたって、判定士を指揮、監督するコーディネーター等の養成に

関すること。 

三 　判定活動を行う民間判定士の災害補償に関すること。 

四 　調査、研究及び情報収集に関すること。

五 　その他、事業達成に必要な事項に関すること。

法的
実施根拠

あり


